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実勢農地賃貸借情報
　農地を賃貸借する際の目安とす
る金額（10アールあたり／年）を
次のとおり示しますので、今後の
農地賃貸借契約の参考としてくだ
さい。

　農業委員および農地利用最適化推進委員が本年７月19日㈰に
任期満了を迎えることから、新たな委員候補者を募集いたしま
す。（平成２７年の法改正により、農業委員の選出方法が公選制
から議会の同意を要件とする町長の任命制に変更となったほか、
各地域において農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推
進委員が新たに設置されました。）

上ノ国町農業委員および農地利用最適化推進委員の募集上ノ国町農業委員および農地利用最適化推進委員の募集

■問い合わせ先　上ノ国町農業委員会（上ノ国町役場内）
　　　　　　　　☎０１３９－５６－８３７１

■問い合わせ先
　上ノ国町農業委員会（上ノ国町役場内）
　☎０１３９－５６－８３７１

※１ �標準的な耕作条件の場合の目安で
す。

※２ �その農地が条件不利地（排水不良・
不作付地など）である場合や、そ
の他特別な事情がある場合は、こ
の目安に限らず、貸し手・借り手
の双方が話し合いの上で決定して
ください。

１）田の部
　①基盤整備済
　　７,０００円～１０,０００円
　②未整備
　　５,０００円～６,０００円
　※�上記金額は土地改良区賦課
金５,０００円を含んでいま
せん。

２）畑の部
　　３,０００円

職名 農業委員（非常勤） 農地利用最適化推進委員（非常勤）
募集定員 ９名 ３名（天の川地区２名、大安在地区１名）
任期 令和８年7月20日から令和１１年７月19日まで（３年間） 委嘱日から令和１１年７月19日まで
報酬 上ノ国町条例「特別職の職員で非常勤にある者の報酬及び費用弁償条例」の規定に基づき支給

業務内容

農地の権利移動や転用に係る許
認可業務および担い手への農地
の集積・集約化、遊休農地の発生
防止・解消、新規就農の促進など
に伴う現地での調査、指導およ
び監視業務など

担当地区における農地などの利
用の最適化（担い手への農地の
利用集積・集約化、遊休農地の発
生防止と解消の促進、新規参入
の促進など）を推進するための
実践活動業務など

推薦および
募集期限

２月2７日㈮まで※応募状況については、中間および終了報告を
町ホームページで公開予定です。

推薦および
応募手続き

農林課にて配布、または町ホームページにて公開されている所定
の推薦書または応募書類に必要事項を記入し提出
※推薦の場合、推薦者が個人または団体によって様式が異なります。

提出方法
・提出先 郵便または持参により農業委員会事務局へ提出してください。

1616２０２６年２月号
広報かみのくに


